
R3.4/1～都市計画法に基づく開発許可事務についてお知ら
せ
沖縄県建築指導課より、沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部改正（３月予定）により、

下記の周知依頼がありました。

令和３年４月１日に都市計画法に基づく開発許可等の事務を浦添市に移譲することとなり

浦添市内における開発行為等に係る許可等の事務等は浦添市が行います。

詳細はコチラ　→　お知らせ-0001

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6585
https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=6585
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/252cc1385a011be6f6a294c30e66f02c.pdf

